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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第40期

第１四半期累計期間
第41期

第１四半期累計期間
第40期

会計期間
自 平成27年５月１日
至 平成27年７月31日

自 平成28年５月１日
至 平成28年７月31日

自 平成27年５月１日
至 平成28年４月30日

売上高 (千円) 3,867,691 4,348,720 15,707,211

経常利益 (千円) 118,700 126,787 421,531

四半期（当期）純利益 (千円) 64,732 519 260,915

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) ― ― ―

資本金 (千円) 299,761 659,690 659,690

発行済株式総数 (株) 167,591,766 181,454,366 181,454,366

純資産額 (千円) △743,077 212,093 196,821

総資産額 (千円) 11,170,902 12,227,410 12,335,912

１株当たり四半期（当期）純利
益金額又は１株当たり四半期純
損失金額（△）

(円) 0.91 △0.22 2.51

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) 0.29 △0.08 0.87

１株当たり配当額 (円) ― ― ―

自己資本比率 (％) △7.0 1.1 1.1
 

(注)１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。

　　２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

 

２ 【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、当社で営まれている事業の内容に重要な変更はありません。　
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資

者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリス

ク」についての重要な変更はありません。

 
２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

 

（１）業績の状況

当第１四半期会計期間におけるわが国の経済は、政府による経済・金融政策を背景として、企業収益は底堅さを見

せ、雇用・所得環境も改善傾向にあります。一方で中国をはじめとするアジア新興国等の景気減速や英国のＥＵ離脱

による混乱など、景気を下押しするリスクが存在しており、円高や株安による先行き不透明な状況は払拭されず推移

していることから消費者マインドには足踏みが見られました。

　

このような経済・経営環境のもと、当社は、平成19年4月期（第31期）以来９期ぶりに黒字転換を果たした平成28年

４月期（第40期）をもって「事業再生期」から脱却し、平成29年４月期以降を「再成長期」と位置づけ、業界トップ

レベルの顧客満足度と収益力を目指し、持続的に発展できる成長基盤の構築、並びに一層の事業基盤の強化と経営効

率の向上に取り組んでおります。

　

当第１四半期会計期間における経営成績は、眼鏡等小売事業における売上高が堅調に推移した結果、売上高は4,348

百万円（前年同四半期比12.4％増）と前年同期を大きく上回る結果となりました。一方、事業基盤の強化に伴い、営

業経費は広告宣伝、販売促進や人件費などが増加する一方で、費用対効果を重視した支出の最適化を図ったことによ

り、販売費及び一般管理費は売上高の伸びに比して緩やかな伸びに留まり、販売費及び一般管理費比率は前年同四半

期比で0.2％改善し63.9%となりました。これらにより、営業利益は152百万円（前年同四半期比6.6％増）、経常利益

126百万円（前年同四半期比6.8％増）となりました。また、店舗収益力の一層の強化を図るため、厳密な採算管理に

基づき、近隣立地への移転、契約条件等の見直しによる賃料削減、店舗面積の縮小、改装や業態転換等による既存店

の活性化を推進しております。さらに、多様な店舗フォーマットを試向し収益基盤の強化を図っている中で、新規出

店による売上高の成長スピード、並びに既存店活性化を推進することによる収益基盤への貢献スピードを鑑み、貢献

度が低い店舗については適宜早期退店することを基本方針としております。　

これに伴い、平成29年４月期第１四半期会計期間（平成28年５月１日～平成28年７月31日）において、固定資産除

去損18百万円、店舗閉鎖損失53百万円等、特別損失として73百万円を計上いたしましたことにより税引前四半期純利

益は53百万円（前年同四半期比53.2％減）、四半期純利益は0.5百万円（前年同四半期比99.2％減）となりました。

　

 
当第１四半期会計期間における事業の種類別セグメント業績の状況は次のとおりであります。

 

１. 眼鏡等小売事業　

当社の中核事業である眼鏡等小売事業は、「目から元気に！」を基本コンセプトとする「アイケア」重視のサービ

ス型店舗モデルの構築により、主たるターゲットとするミドル・シニア層のお客様に対して、単に眼鏡・コンタクト

レンズを販売するにとどまらない「眼の健康寿命」に配慮した商品・サービスやアドバイスの提供を強化しておりま

す。これにより、他社との差別化を図るとともに、お客様からの信頼を獲得することにより、業界トップレベルの顧

客満足度と収益力を目指しております。

 

当第１四半期会計期間においては、「アイケア」の商品・サービスレベルを強化したことに伴い、お客様あたりの

単価が上昇し、既存店の売上高前年同月比は５月 106.7％、６月 106.5％、７月 108.7％となったほか、売上総利益

は前年同四半期比11.6％増となりました。
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一方、事業基盤を強化するべく当第１四半期会計期間においては９店舗の新規出店、５店舗の退店を行い、前年同

四半期末から19店舗の純増となる329店舗となりました。　

 

　この結果、眼鏡等小売事業における売上高は4,262百万円（前年同四半期比12.1％増）、ゼグメント利益は148百

万円（前年同四半期比0.7％増）となりました。

 
２. 通販事業　　

通販事業につきましては、オムニチャネル戦略の推進として、お客様に実店舗とＥＣサイトそれぞれの特徴や利便

性を活かした商品・サービスの提供を行うため、実店舗とＥＣサイト「メガネスーパー公式通販サイト」における顧

客データを統合し連携を開始しました。これにより、実店舗においてＥＣサイトの顧客情報・購入履歴の照会が可能

になるため、利用者が増加するＥＣサイトのお客様に対してもよりスムーズかつ最適な商品のご案内を行うことを可

能とするほか、実店舗のポイントカード会員がＥＣサイトで会員登録する際の入力の手間を省き簡単に会員登録がで

きるようになるなど、利便性の向上を追及しながらお客様の眼の健康寿命に貢献する取り組みを強化しました。販売

チャネルの多様化により、ＥＣ事業の強化やオムニチャネルの推進が注目されている一方で、日本国内の小売業界で

実店舗とＥＣサイトの顧客データ統合・連携を実施している企業はわずかな中で、先進的な取り組みを通じて将来に

向けた成長基盤の強化を図っております。

 
この結果、通販事業における売上高は86百万円（前年同四半期比29.2％増）、セグメント利益は14百万円（前年同

四半期比56.0％増）となりました。
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（２）財政状態の分析

（資産、負債及び純資産の状況）　

流動資産は、前事業年度末に比べて66百万円減少し、6,394百万円となりました。これは、営業収入の増加等により

売掛金が95百万円増加しましたが、法人税及び消費税の確定納付等により現金及び預金が83百万円、商品が82百万円

減少したこと等によるものであります。

 

固定資産は、前事業年度末に比べて41百万円減少し、5,832百万円となりました。これは、有形固定資産が９店舗の

新規出店に伴い建物及び工具器具備品が85百万円増加しましたが、減価償却費が58百万円、店舗閉鎖に伴い内装設備

等42百万円を除却したことにより有形固定資産14百万円、敷金及び保証金が24百万円減少したこと等によるものであ

ります。

 

この結果総資産は、前事業年度末に比べて108百万円減少し、12,227百万円となりました。

 

流動負債は、前事業年度末と比べて38百万円減少し、3,089百万円となりました。これは、プレミアム保証制度の導

入等により前受金が90百万円増加しましたが、前事業年度に係る法人税等を納税したことにより未払法人税等が136百

万円減少したこと等によるものであります。

 

固定負債は、前事業年度末に比べて84百万円減少し、8,925百万円となりました。これは、一年以内に弁済期日の到

来する長期借入金93百万円を一年内返済予定長期借入金に振り替えたこと等によるものであります。

 

この結果負債は、前事業年度末に比べて123百万円減少し、12,015百万円となりました。

 

純資産は、前事業年度末に比べて15百万円増加し、212百万円となりました。これは、ストックオプションにより新

株予約権が14百万円増加したこと等によるものであります。

 

（３） 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期会計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題は

ありません。

 

（４）研究開発活動

該当事項はありません。

 

 

 

EDINET提出書類

株式会社メガネスーパー(E03433)

四半期報告書

 5/32



 

（５）事業等のリスクに記載した重要事象等についての分析・検討及び当該重要事象等を解消し、又は

改善するための対応策

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社メガネスーパー(E03433)

四半期報告書

 6/32



第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 350,000,000

Ａ種優先株式 800

Ｂ種優先株式 １

Ｃ種優先株式 1,000

Ａ種劣後株式 110,000,000

Ｂ種劣後株式 100,000,000

計 560,001,801
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成28年７月31日)

提出日現在
発行数(株)(注８)
(平成28年９月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 81,637,025 81,637,025
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）
単元株式数は100株であります。

Ａ種優先株式 800 800 ―
単元株式数は１株であります。

（注３）

Ｂ種優先株式
（注１）

１ 1 ―
単元株式数は１株であります。

（注２・４）

Ｃ種優先株式
（注１）

320 320 ―
単元株式数は１株であります。

（注２・５）

Ａ種劣後株式
（注１）

30,318,181 30,318,181 ―
単元株式数は100株であります。

（注２・６）

Ｂ種劣後株式
（注１）

69,498,039 69,498,039 ―
単元株式数は100株であります。

（注２・７）

計 181,454,366 181,454,366 ― ―
 

(注１)Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ａ種劣後株式及びＢ種劣後株式は、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第

８項に規定する行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。

(注２)行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等

(１)行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であるＢ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ａ種劣後株式、Ｂ種劣後株式の

特質については、当社の普通株式の株価を基準として取得価額が修正され、取得と引換えに交付する株式数が変

動します。また、その修正基準、修正頻度及び行使価額の下限等については、以下（注）４、５、６、７に記載

のとおりです。
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(２)所有者との間の取決めの内容

①権利行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ａ種劣後株式及びＢ種劣後株式それぞれについて、権利行使可能日についての取

決めがあります。

詳細は以下(注)４、５、６、７に記載のとおりです。

②売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式については、所有者との間で譲渡制限についての取決めがあり、Ａ種劣後株式及び

Ｂ種劣後株式については、所有者との間の取決めはありません。

詳細は以下(注)４、５、６、７に記載のとおりです。

 
(注３)Ａ種優先株式の内容

(１)優先配当金

①当社は、普通株主に対して剰余金の配当を行うときは、各剰余金の配当毎に、Ａ種優先株式を有する株主（以下

「Ａ種優先株主」という。）又はＡ種優先株式の登録株式質権者(以下「Ａ種優先登録株式質権者」という。）に

対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。）又は普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録株式

質権者」という。）に先立ち、Ａ種優先株式１株につき16,750円の金銭による剰余金の配当（かかる配当により

支払われる金銭を、以下「Ａ種優先配当金」という。）を行う。

②当社は、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対してのみ剰余金の配当を行うことはできないものとし、

Ａ種優先株主又はＡ種優先株式登録株式質権者に対しては、Ａ種優先配当金を超えて剰余金の配当は行わない。

ただし、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第８号ロ若しくは同法第760条第７号ロに規定さ

れる剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第１項

第８号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

(２)非累積条項

ある事業年度においてＡ種優先株主又はＡ種優先株式登録株式質権者に対して支払う金銭による剰余金の配当の

額がＡ種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

(３)残余財産の分配

①当社は、残余財産を分配するときは、Ａ種優先株主又はＡ種優先株式登録株式質権者に対し、普通株主又は普通

登録株式質権者に先立ち、Ａ種優先株式１株につき1,000,000円を支払う。

②Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対しては、前項のほか、残余財産の分配は行わない。

(４)議決権

Ａ種優先株主は株主総会において議決権を有しない。

(５)Ａ種優先株式の金銭対価の取得条項

当社は、Ａ種優先株式発行後、平成26年５月１日以降は、Ａ種優先株式１株につき1,000,000円の金銭の交付と引

換えに、Ａ種優先株式の発行後に当社が取締役会の決議で定める一定の日に、Ａ種優先株式の全部又は一部を取

得することができる。

また、一部取得をするときは、按分比例の方法（ただし、１株未満の端数は切り捨てる。）又は抽選により行

う。

(６)Ａ種優先株式の金銭対価の取得請求権

Ａ種優先株主は、平成30年５月１日以降、各事業年度末日から１ヶ月を経過した日から、当該事業年度にかかる

定時株主総会の日までの間に当社に対し事前の通知（撤回不能とする。）を行った上で、当該定時株主総会の日

から30日を経過した日（ただし、同日が営業日でない場合は、翌営業日とする。以下「取得請求日」という。）

に、法令上可能な範囲で、取得請求日における最終事業年度に係る損益計算書において税引後当期純利益金額と

して表示された金額から、最終事業年度に係る期末配当として支払われた剰余金（Ａ種優先配当金を含む。）を

差し引いた金額の50％を限度として、１株につき1,000,000円の金銭と引換えに、Ａ種優先株式の取得請求を行う

ことができる。

(７)会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無

会社法第322条第２項に規定する定款の定めはありません。

(８)議決権を有しないこととしている理由

資本増強にあたり、既存株主への影響を考慮した為であります。
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(注４)Ｂ種優先株式の内容

(１)優先配当金

当社は、普通株主又は普通登録株式質権者に対して剰余金の配当を行うときは、各剰余金の配当毎に、Ｂ種優先

株式を有する株主（以下「Ｂ種優先株主」という。）又はＢ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ｂ種優先登録

株式質権者」という。）に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、Ｂ種優先株式１株につき

17,500,000円の金銭による剰余金の配当を行う。

(２)累積条項

ある事業年度において、Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対して支払う金銭による剰余金の配当の額

がＢ種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積する。

(３)残余財産の分配

①当社は、残余財産を分配するときは、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、Ｂ種優先株主又はＢ種優先登

録株式質権者に対し、Ｂ種優先株式１株につき、250,000,000円及びＢ種優先株式累積未払配当金相当額の合計額

に、17,500,000円を残余財産の分配日の属する事業年度の初日（ただし、当該事業年度中の日を基準日としてＢ

種優先配当金が支払われている場合には、当該基準日の翌日）から残余財産の分配日まで（初日及び分配日を含

む。）で日割計算した額（円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上げる。）を加算した額を支

払う。

②Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対しては、前項のほか、残余財産の分配は行わない。

(４)議決権

Ｂ種優先株主は株主総会において議決権を有しない。

(５)Ｂ種優先株式の併合又は分割、募集新株の割当てを受ける権利等

①法令に別段の定めがある場合を除き、Ｂ種優先株式について株式の併合又は分割は行わない。

②Ｂ種優先株主には募集株式の割当てを受ける権利、又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。

③Ｂ種優先株主には株式無償割当て、又は新株予約権の無償割当ては行わない。

(６)Ｂ種優先株式の金銭対価の取得条項

当社は、Ｂ種優先株式発行後、平成27年８月１日以降は、Ｂ種優先株式１株につき250,000,000円及びＢ種優先株

式累積未払配当金相当額の合計額の金銭の交付と引換えに、Ｂ種優先株式の発行後に当社が別途取締役会の決議

で定める一定の日に、Ｂ種優先株式を取得することができる。

(７)Ｂ種優先株式の株式対価の取得請求権

Ｂ種優先株主は、平成27年８月１日（当該日が営業日でない場合には、翌営業日）以降いつでも、当社に対し

て、以下に定める算定方法に従って算出される数の当社の普通株式及びＣ種優先株式100株を対価として、その有

するＢ種優先株式を取得することを請求することができるものとし、当社はＢ種優先株主が取得の請求をしたＢ

種優先株式を取得するのと引換えに、以下に定める算定方法に従って算出される数の当社の普通株式及びＣ種優

先株式100株を、当該Ｂ種優先株主に対して交付するものとする。

(1) 取得と引換えに交付する普通株式の数

Ｂ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、取得請求に係るＢ種優先株式の数に次項以下に定め

る取得比率を乗じて得られる数とする。なお、Ｂ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数に１株に

満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第３項に定める

金銭の交付はしない。

(2) 当初取得比率

取得比率は、当初、274,400とする。

 なお、平成27年12月５日以降、取得比率は604,400に調整されている。

(3) 取得比率の調整

(a) 当社は、Ｂ種優先株式の発行日後、本項(b)に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場

合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「取得比率調整式（Ｂ種優先株式）」とい

う。）により取得比率を調整する。

調整後取得比率＝調整前取得比率×
既発行株式数＋新発行・処分株式数

既発行株式数＋
新発行・処分株式数×１株あたりの払込金額

    時価
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(b) 取得比率調整式（Ｂ種優先株式）により取得比率の調整を行う場合及びその調整後の取得比率の適用時期に

ついては、次に定めるところによる。

①本項(c)②に定める時価を下回る価額を募集株式の払込金額として発行する当社普通株式又は処分する当社の

有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合（ただし、本項(b)②に定める普通株式の無償割当ての

場合、又は本項(b)③に定める証券（権利）の取得と引換え若しくは当該証券（権利）の取得と引換えに交付

される新株予約権の行使による交付又は本項(b)③に定める新株予約権の行使による場合を除く。）

調整後の取得比率は、払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、また、株主への割当てのための基準日を定

めた場合は当該基準日の翌日以降、これを適用する。

②当社普通株式の分割又は当社普通株式の無償割当て（以下「株式分割等」という。）を行う場合

調整後の取得比率は、当該株式分割等により株式を取得する株主を定めるための基準日（基準日を定めない

場合は、効力発生日）の翌日以降これを適用する。

③本項(c)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付と引換えに取得される証券（権利）若しく

は取得させることができる証券（権利）又は当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権の交付と

引換えに取得される証券（権利）若しくは取得させることができる証券（権利）又は行使することにより当

社普通株式の交付を受けることができる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）を発行若

しくは処分する場合（無償割当ての場合を含む。）

調整後の取得比率は、発行又は処分される証券（権利）又は新株予約権（新株予約権の交付と引換えに取得

される証券（権利）若しくは取得させることができる証券（権利）に関して交付の対象となる新株予約権を

含む。）の全てが当初の条件で取得され、取得させ又は行使されたものとみなして取得比率調整式（Ｂ種優

先株式）を準用して算出するものとし、当該証券（権利）又は新株予約権の払込期日又は払込期間の末日の

翌日以降、また、当該募集において株主への割当てのための基準日を定めた場合は当該基準日（特定の割当

てにつき、基準日を定めない場合は、その効力発生日）の翌日以降、これを適用する。

(c) ①取得比率調整式（Ｂ種優先株式）の計算については、10の位まで算出し、その10の位を四捨五入する。

②取得比率調整式（Ｂ種優先株式）で使用する時価は、調整後の取得比率を適用する日に先立つ45取引日

目に始まる30取引日（終値（気配表示を含む。）のない日数を除く。）の株式会社東京証券取引所ＪＡ

ＳＤＡＱ（スタンダード）における当社普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均

値とする。

この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。

③取得比率調整式（Ｂ種優先株式）で使用する既発行株式数は、当該募集において株主に株式の割当てを

受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日、また、それ以外の場合は、

調整後の取得比率を適用する日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における

当社の有する当社普通株式数を控除した数とする。また、当社普通株式の分割が行われる場合には、取

得比率調整式（Ｂ種優先株式）で使用する新発行・処分株式数は、基準日における当社の有する当社普

通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。

(d) 本項(b)に掲げた場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な取得比率の調整を行う。

①株式の併合、合併、会社分割又は株式交換のために取得比率の調整を必要とする場合。

②本項(d)①のほか、当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により取得比率の調

整を必要とする場合。

③取得比率を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得比率の算出にあた

り使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要がある場合。

(e) 本項(a)から(d)までの規定により取得比率の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並び

にその事由、調整前の取得比率、調整後の取得比率及びその適用の日その他必要な事項をＢ種優先株主に通

知する。ただし、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかに

これを行う。　
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(８)Ｂ種優先株式の金銭対価の取得請求権

Ｂ種優先株主は、平成27年11月１日以降、各事業年度末日から１ヶ月を経過した日から、当該事業年度に係る定

時株主総会の日までの間に当社に対し事前の通知（撤回不能とする。）を行った上で、当該定時株主総会の日か

ら30日を経過した日（ただし、同日が営業日でない場合は、翌営業日とする。以下「Ｂ種優先株式取得請求日」

という。）に、Ｂ種優先株式取得請求日における会社法第461条第２項に定める分配可能額から、Ｂ種優先株式取

得請求日における最終事業年度に係る損益計算書において税引後当期純利益金額として表示された金額から、最

終事業年度に係る期末配当として支払われた剰余金（Ａ種優先配当金、Ｂ種優先配当金及びＣ種優先配当金を含

む。）を差し引いた金額の50％に相当する金額を減じた額を限度として、当社がＢ種優先株式１株につき

250,000,000円及びＢ種優先株式累積未払配当金相当額の合計額の金銭を交付するのと引換えに、Ｂ種優先株式の

取得を、当社に対して請求することができる。かかる取得請求がなされた場合、当社は、Ｂ種優先株式取得請求

日に、Ｂ種優先株主に対して、取得するＢ種優先株式１株につき250,000,000円及びＢ種優先株式累積未払配当金

相当額の合計額の金銭を交付する。

(９)会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無

会社法第322条第２項に規定する定款の定めはありません。

(10)Ｂ種優先株式の譲渡の制限

譲渡によるＢ種優先株式の取得については、当社の取締役会の承認を要する。

(11)議決権を有しないこととしている理由

資本増強にあたり、既存株主への影響を考慮した為であります。

 
(注５)Ｃ種優先株式の内容

(１)優先配当金

当社は、普通株主又は普通登録株式質権者に対して剰余金の配当を行うときは、各剰余金の配当毎に、Ｃ種優

先　株主又はＣ種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、Ｃ種優先株式１株に

つき、以下に定める算式（以下「Ｃ種優先配当金算定式」という。）により算出された額（以下「Ｃ種優先配当

基準金額」という。）に０.０７を乗じた額（ただし、円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上

げるものとし、１円未満の場合は１円とする。以下「Ｃ種優先配当金額」という。）の金銭による剰余金の配当

（かかる配当により支払われる金銭を、以下「Ｃ種優先配当金」という。）（ただし、Ｃ種優先株式の発行日の

属する事業年度の末日を基準日とするＣ種優先配当金については、Ｃ種優先株式１株につき、Ｃ種優先配当金額

をＣ種優先株式の発行日からＣ種優先株式の発行日の属する事業年度の末日まで（Ｃ種優先株式の発行日及び末

日を含む。）で日割計算した額（円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上げる。）とする。）

を行う。Ｃ種優先株式配当金算定式において使用する基準時価は、下記「（６）Ｃ種優先株式の金銭対価の取得

条項」に記載の基準時価をいう。　

 

Ｃ種優先配当基準金額 ＝ 2,500,000円 ―

Ｃ種優先株式の発行日に
おいてＢ種優先株式の取
得請求の対価として交付
される普通株式の株式数

×
Ｃ種優先株式の発行日に
おける有効な基準時価

100
 

 

　(２)累積条項　

①ある事業年度において、Ｃ種優先株主又はＣ種優先登録株式質権者に対して支払う金銭による剰余金の配当の

額がＣ種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積する。累積した不足額（１株

当たりの累積未払金を、以下「Ｃ種優先株式累積未払配当金」という。）については、当該翌事業年度以降、

Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対するＡ種優先配当金の支払、Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株

式質権者に対するＢ種優先配当金の支払、普通株主又は普通登録株式質権者に対する配当金の支払、並びにＣ

種優先配当金の支払に先立ち、Ｃ種優先株主又はＣ種優先登録株式質権者に対して配当を行う。　

②当社は、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者、Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者及びＣ種優先

株主又はＣ種優先登録株式質権者に対してのみ剰余金の配当を行うことはできないものとし、Ｃ種優先株主又

はＣ種優先登録株式質権者に対しては、Ｃ種優先配当金及びＣ種優先株式累積未払配当金を超えて剰余金の配

当は行わない。ただし、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第７５８条第８号ロ若しくは同法第７

６０条第７号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第７６３条第１２

号ロ若しくは同法第７６５条第１項第８号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。　
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③Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式及びＣ種優先株式に係る剰余金の配当の支払順位は、同順位とする。

(３)残余財産の分配

①当会社は、残余財産を分配するときは、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、Ｃ種優先株主又はＣ種優

先登録株式質権者に対し、Ｃ種優先株式１株につき、償還価額（当会社定款第１０条の２６に定義する。ただ

し、当会社定款第１０条の２６第２項における「Ｃ種優先株式の取得日におけるＣ種優先株式累積未払配当金

相当額」とあるのは、「残余財産の分配日におけるＣ種優先株式累積未払配当金相当額」と読み替える。）相

当額に、Ｃ種優先配当金額を残余財産の分配日の属する事業年度の初日（ただし、当該事業年度中の日を基準

日としてＣ種優先配当金が支払われている場合には、当該基準日の翌日）から残余財産の分配日まで（初日及

び分配日を含む。）で日割計算した額（円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上げる。）を

加算した額を支払う。

②Ｃ種優先株主又はＣ種優先登録株式質権者に対しては、前項のほか、残余財産の分配は行わない。

③Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式及びＣ種優先株式に係る残余財産の分配の支払順位は、同順位とする。

(４)議決権　

Ｃ種優先株主は株主総会において議決権を有しない。

(５)Ｃ種優先株式の併合又は分割、募集新株の割当てを受ける権利等

①当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、Ｃ種優先株式について株式の併合又は分割は行わない。

②当社は、Ｃ種優先株主には募集株式の割当てを受ける権利、又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与え

ない。

③当社は、Ｃ種優先株主には株式無償割当て、又は新株予約権の無償割当ては行わない。

(６)Ｃ種優先株式の金銭対価の取得条項

①当社は、Ｃ種優先株式発行後、平成２７年８月１日以降は、Ｃ種優先株式１株につき次項に定める算定方法に

従って算出される額（以下「償還価額」という。）の金銭の交付と引換えに、Ｃ種優先株式の発行後に当社が

別途取締役会の決議で定める一定の日に、Ｃ種優先株式の全部又は一部を取得することができる。

②Ｃ種優先株式の取得と引換えに交付する金銭の額は、取得に係るＣ種優先株式の数に以下に定める算式（以下

「償還価額算定式」という。）により算出された額（ただし、円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１

位を切り上げるものとし、１円未満の場合は１円とする。）を乗じて得られる額とする。

 

取得と
引換え
に交付
する金
銭の額

＝ 2,500,000円 ＋

Ｃ種優先株式
の発行日にお
けるＢ種優先
株式１株当た
りの累積未払
配当金相当額

＋

Ｃ種優先株
式の取得日
におけるＣ
種優先株式
累積未払配
当金相当額

―

Ｃ種優先株式の
発行日において
Ｂ種優先株式の
取得請求の対価
として交付され
る普通株式の株
式数

×

Ｃ種優先株式
の発行日にお
ける有効な基
準時価

100 100
 

償還価額算定式において使用する基準時価とは、当初、平成２７年８月１日に先立つ５連続取引日（平成２７年

８月１日を含まず、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）における当社普通株式の普通取引の終値（気

配表示を含む。）のない日は取引日に含まれない。）（かかる期間を、以下「当初時価算定期間」という。）の

東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）における当社普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含

む。）の平均値に相当する金額（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）とする

（かかる当初の基準時価を、以下「当初基準時価」という。）。なお、当初時価算定期間に、時価を下回る価額

を募集株式の払込金額として発行する当社普通株式又は処分する当社の有する当社普通株式を引き受ける者の募

集、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合、当初基準時価は当社取締

役会が合理的に適切と判断する金額に調整される。
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また、基準時価は、平成２７年８月１日以降において、毎年３月の第３金曜日及び９月の第３金曜日（ただし、

当該日が取引日でない場合にはその直前の取引日。以下「修正後基準時価決定日」という。）の翌日以降、修正

後基準時価決定日まで（同日を含む。）の直近の５連続取引日（ただし、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタン

ダード）における当社普通株式の普通取引の終値（気配表示を含む。）のない日は取引日に含まれない。）（か

かる期間を、以下「時価算定期間」という。）の東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）における当社普

通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値に相当する金額（円位未満小数第２位まで算出

し、その小数第２位を四捨五入する。）に修正される（かかる修正後の基準時価を、以下「修正後基準時価」と

いう。）。なお、時価算定期間に、時価を下回る価額を募集株式の払込金額として発行する当社普通株式又は処

分する当社の有する当社普通株式を引き受ける者の募集、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれら

に類する事由があった場合、修正後基準時価は当社取締役会が合理的に適切と判断する金額に調整される。

③一部取得をするときは、按分比例の方法（ただし、１株未満の端数は切り捨てる。）又は抽選により行う。

(７)Ｃ種優先株式の金銭対価の取得請求権

Ｃ種優先株主は、平成２７年１１月１日以降、各事業年度末日から１ヶ月を経過した日から、当該事業年度に係

る定時株主総会の日までの間に当社に対し事前の通知（撤回不能とする。）を行った上で、当該定時株主総会の

日から３０日を経過した日（ただし、同日が営業日でない場合は、翌営業日とする。）又は各事業年度末日から

７ヶ月を経過した日から当該事業年度末日の９ヶ月後の日までの間に当社に対し事前の通知（撤回不能とす

る。）を行った上で、当該事業年度末日から１０ヶ月を経過した日（ただし、同日が営業日でない場合は、翌営

業日とする。上記定時株主総会の日から３０日を経過した日と併せて、以下「Ｃ種優先株式取得請求日」とい

う。）に、Ｃ種優先株式取得請求日における会社法第４６１条第２項に定める分配可能額から、Ｃ種優先株式取

得請求日における最終事業年度に係る損益計算書において税引後当期純利益金額として表示された金額から、最

終事業年度に係る期末配当として支払われた剰余金（Ａ種優先配当金、Ｂ種優先配当金及びＣ種優先配当金を含

む。）を差し引いた金額の５０％に相当する金額を減じた額又は１５０，０００，０００円のいずれか低い方の

金額（以下「Ｃ種優先株式取得限度額」という。）を限度として当社がＣ種優先株式１株につき償還価額相当額

の金銭を交付するのと引換えに、Ｃ種優先株式の全部又は一部の取得を、当社に対して請求することができる。

かかる取得請求がなされた場合、当社は、Ｃ種優先株式取得請求日に、Ｃ種優先株主に対して、取得するＣ種優

先株式１株につき償還価額相当額の金銭を交付する。ただし、Ｃ種優先株式取得限度額を超えてＣ種優先株主か

ら本項に基づくＣ種優先株式の取得請求がなされた場合、取得すべきＣ種優先株式は、取得請求が行われたＣ種

優先株式の数に応じた按分比例（ただし、１株未満の端数は切り捨てる。）により決定する。

(８)会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無

会社法第322条第２項に規定する定款の定めはありません。

(９)Ｃ種優先株式の譲渡の制限

譲渡によるＣ種優先株式の取得については、当社の取締役会による承認を要する。

(10)議決権を有しないこととしている理由

資本増強にあたり、既存株主への影響を考慮した為であります。

 

(注６)Ａ種劣後株式の内容

(１)剰余金の配当

Ａ種劣後株式を有する株主（以下「Ａ種劣後株主」という。）に対し、剰余金の配当を行わない。

(２)残余財産の分配

①当社の残余財産を分配するときにおいて、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対してＡ種優先株式に

関する残余財産の分配をした後に残余財産があるときは、普通株主又は普通登録株式質権者に対して、Ａ種劣

後株主又はＡ種劣後株式の登録株式質権者（以下「Ａ種劣後登録株式質権者」という。）及びＢ種劣後株式を

有する株主（以下「Ｂ種劣後株主」という。）又はＢ種劣後株式の登録株式質権者（以下「Ｂ種劣後登録株式

質権者」という。）に先立ち、普通株式１株につき、本条第３項に定める普通株式分配基準額の残余財産の分

配を行う。

②普通株主又は普通登録株式質権者に対して前項に従い残余財産の分配をした後に残余財産があるときは、当社

は、Ａ種劣後株主又はＡ種劣後登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者並びにＢ種劣後株主

及びＢ種劣後登録株式質権者と同順位にて、Ａ種劣後株式１株につき、普通株式１株当たりの残余財産分配額

（但し前項に従い分配した残余財産分配額を除く。）及びＢ種劣後株式１株当たりの残余財産分配額のそれぞ

れと同額の残余財産の分配を行う。

③普通株式分配基準額は、当初1,639円とする。
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(３)議決権

Ａ種劣後株主は株主総会において議決権を有する。

(４)Ａ種劣後株式の併合又は分割、募集株式の割当てを受ける権利等

①当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、Ａ種劣後株式について株式の併合又は分割は行わない。

②当社は、Ａ種劣後株主には募集株式の割当てを受ける権利、又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与え

ない。

③当社は、Ａ種劣後株主には株式無償割当て、又は新株予約権の無償割当ては行わない。

(５)普通株式を対価とする取得請求権

Ａ種劣後株主は、平成25年９月30日（当該日が営業日でない場合には、翌営業日）以降いつでも、当社に対し

て、その有するＡ種劣後株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし、当社はＡ種劣後

株主が取得の請求をしたＡ種劣後株式を取得するのと引換えに、以下に定める算定方法に従って算出される数の

当社の普通株式を、当該Ａ種劣後株主に対して交付するものとする。

①取得と引換えに交付する普通株式の数

Ａ種劣後株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、取得請求に係るＡ種劣後株式の数に次項以下に定め

る取得比率を乗じて得られる数とする。なお、Ａ種劣後株式の取得と引換えに交付する普通株式の数が１株に

満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第３項に定める

金銭の交付はしない。

②当初取得比率

　　取得比率は、当初、1.0とする。

　　なお、平成27年12月５日以降、取得比率は2.202に調整されている。

③取得比率の調整

(a) 当社は、Ａ種劣後株式の発行日後、本項(b)に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場

合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「取得比率調整式（Ａ種）」という。）に

より取得比率を調整する。

調整後取得比率 ＝調整前取得比率×
既発行株式数＋新発行・処分株式数

既発行株式数＋
新発行・処分株式数×１株あたりの払込金額

    時価
 

(b) 取得比率調整式（Ａ種）により取得比率の調整を行う場合及びその調整後の取得比率の適用時期について

は、次に定めるところによる。

①本項(c)②に定める時価を下回る価額を募集株式の払込金額として発行する当社普通株式又は処分する当社の有

する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合（ただし、本項(b)②に定める普通株式の無償割当ての場

合、又は本項(b)③に定める証券（権利）の取得と引換え若しくは当該証券（権利）の取得と引換えに交付され

る新株予約権の行使による交付又は本項(b)③に定める新株予約権の行使による場合を除く。）

調整後の取得比率は、払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、また、株主への割当てのための基準日を定め

た場合は当該基準日の翌日以降、これを適用する。

②当社普通株式の分割又は当社普通株式の無償割当て（以下「株式分割等」という。）を行う場合

調整後の取得比率は、当該株式分割等により株式を取得する株主を定めるための基準日（基準日を定めない場

合は、効力発生日）の翌日以降これを適用する。

③本項(c)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付と引換えに取得される証券（権利）若しくは

取得させることができる証券（権利）又は当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権の交付と引換

えに取得される証券（権利）若しくは取得させることができる証券（権利）又は行使することにより当社普通

株式の交付を受けることができる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）を発行若しくは処

分する場合（無償割当ての場合を含む。）

調整後の取得比率は、発行又は処分される証券（権利）又は新株予約権（新株予約権の交付と引換えに取得さ

れる証券（権利）若しくは取得させることができる証券（権利）に関して交付の対象となる新株予約権を含

む。）の全てが当初の条件で取得され、取得させ又は行使されたものとみなして取得比率調整式（Ａ種）を準

用して算出するものとし、当該証券（権利）又は新株予約権の払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、ま

た、当該募集において株主への割当てのための基準日を定めた場合は当該基準日（特定の割当てにつき、基準

日を定めない場合は、その効力発生日）の翌日以降、これを適用する。

(c) ①取得比率調整式（Ａ種）の計算については、小数第４位まで算出し、小数第４位を四捨五入する。
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②取得比率調整式（Ａ種）で使用する時価は、調整後の取得比率を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取

引日（終値（気配表示を含む。）のない日数を除く。）の株式会社東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダー

ド）における当社普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値とする。

この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。

③取得比率調整式（Ａ種）で使用する既発行株式数は、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与

える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日、また、それ以外の場合は、調整後の取得比率を適

用する日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数

を控除した数とする。また、当社普通株式の分割が行われる場合には、取得比率調整式（Ａ種）で使用する新

発行・処分株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まない

ものとする。

(d) 本項(b)に掲げた場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な取得比率の調整を行う。

①株式の併合、合併、会社分割又は株式交換のために取得比率の調整を必要とする場合。

②本項(d)①の他、当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により取得比率の調整を

必要とする場合。

③取得比率を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得比率の算出にあたり

使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要がある場合。

(e) 本項(a)から(d)までの規定により取得比率の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びに

その事由、調整前の取得比率、調整後の取得比率及びその適用の日その他必要な事項をＡ種劣後株主に通知す

る。ただし、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを

行う。

(６)会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無

　　会社法第322条第２項に規定する定款の定めはありません。

 
(注７)Ｂ種劣後株式の内容　

(１)剰余金の配当

Ｂ種劣後株主に対し、剰余金の配当を行わない。

(２)残余財産の分配

①当社の残余財産を分配するときにおいて、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対してＡ種優先株式に関

する残余財産の分配をした後に残余財産があるときは、普通株主又は普通登録株式質権者に対して、Ａ種劣後株

主又はＡ種劣後登録株式質権者及びＢ種劣後株主又はＢ種劣後登録株式質権者に先立ち、普通株式１株につき、

本条第３項に定める普通株式分配基準額の残余財産の分配を行う。

②普通株主又は普通登録株式質権者に対して前項に従い残余財産の分配をした後に残余財産があるときは、当社

は、Ｂ種劣後株主又はＢ種劣後登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者並びにＡ種劣後株主及

びＡ種劣後登録株式質権者と同順位にて、Ｂ種劣後株式１株につき、普通株式１株当たりの残余財産分配額（た

だし前項に従い分配した残余財産分配額を除く。）及びＡ種劣後株式１株当たりの残余財産分配額のそれぞれと

同額の残余財産の分配を行う。

　③普通株式分配基準額は、当初1,639円とする。

(３)議決権

Ｂ種劣後株主は株主総会において議決権を有する。

(４)Ｂ種劣後株式の併合又は分割、募集株式の割当てを受ける権利等

①当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、Ｂ種劣後株式について株式の併合又は分割は行わない。

②Ｂ種劣後株主には募集株式の割当てを受ける権利、又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。

③Ｂ種劣後株主には株式無償割当て、又は新株予約権の無償割当ては行わない。

(５)普通株式を対価とする取得請求権

Ｂ種劣後株主は、Ｂ種劣後株式の発行日の１年後の日（当該日が営業日でない場合には、翌営業日）以降いつで

も、当社に対して、その有するＢ種劣後株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし、

当社はＢ種劣後株主が取得の請求をしたＢ種劣後株式を取得するのと引換えに、下記に定める算定方法に従って

算出される数の当社の普通株式を、当該Ｂ種劣後株主に対して交付するものとする。

　①取得と引換えに交付する普通株式の数

Ｂ種劣後株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、取得請求に係るＢ種劣後株式の数に次項以下に定める

取得比率を乗じて得られる数とする。なお、Ｂ種劣後株式の取得と引換えに交付する普通株式の数に１株に満た
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ない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第３項に定める金銭の

交付はしない。

②当初取得比率

取得比率は、当初、1.0とする。

　なお、平成27年12月５日以降、取得比率は1.067に調整されている。

③取得比率の調整

(a) 当社は、Ｂ種劣後株式の発行日後、本項(ｂ)に掲げる各事由により当会社の発行済普通株式数に変更を生じ

る場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「取得比率調整式（Ｂ種）」とい

う。）により取得比率を調整する。

調整後取得比率 ＝調整前取得比率×
既発行株式数＋新発行・処分株式数

既発行株式数＋
新発行・処分株式数×１株あたりの払込金額

    時価
 

(b) 取得比率調整式（Ｂ種）により取得比率の調整を行う場合及びその調整後の取得比率の適用時期について

は、次に定めるところによる。

①本項(ｃ)②に定める時価を下回る価額を募集株式の払込金額として発行する当社普通株式又は処分する当社

の有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合（ただし、本項(b)②に定める普通株式の無償割当て

の場合、又は本項(ｂ)③に定める証券（権利）の取得と引換え若しくは当該証券（権利）の取得と引換えに

交付される新株予約権の行使による交付又は本項(ｂ)③に定める新株予約権の行使による場合を除く。）

調整後の取得比率は、払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、また、株主への割当てのための基準日を定

めた場合は当該基準日の翌日以降、これを適用する。

②株式分割等を行う場合

調整後の取得比率は、当該株式分割等により株式を取得する株主を定めるための基準日（基準日を定めない

場合は、効力発生日）の翌日以降これを適用する。

③本項(ｃ)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付と引換えに取得される証券（権利）若し

くは取得させることができる証券（権利）又は当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権の交付

と引換えに取得される証券（権利）若しくは取得させることができる証券（権利）又は行使することにより

当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）を発行

若しくは処分する場合（無償割当ての場合を含む。）

調整後の取得比率は、発行又は処分される証券（権利）又は新株予約権（新株予約権の交付と引換えに取得

される証券（権利）若しくは取得させることができる証券（権利）に関して交付の対象となる新株予約権を

含む。）の全てが当初の条件で取得され、取得させ又は行使されたものとみなして取得比率調整式（Ｂ種）

を準用して算出するものとし、当該証券（権利）又は新株予約権の払込期日又は払込期間の末日の翌日以

降、また、当該募集において株主への割当てのための基準日を定めた場合は当該基準日（特定の割当てにつ

き、基準日を定めない場合は、その効力発生日）の翌日以降、これを適用する。

(c) ①取得比率調整式（Ｂ種）の計算については、小数第４位まで算出し、小数第４位を四捨五入する。

②取得比率調整式（Ｂ種）で使用する時価は、調整後の取得比率を適用する日に先立つ45取引日目に始まる

30取引日（終値（気配表示を含む。）のない日数を除く。）の株式会社東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（ス

タンダード）における当社普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値とする。

この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。

③取得比率調整式（Ｂ種）で使用する既発行株式数は、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利

を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日、また、それ以外の場合は、調整後の取得

比率を適用する日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当

社普通株式数を控除した数とする。また、当社普通株式の分割が行われる場合には、取得比率調整式（Ｂ

種）で使用する新発行・処分株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社

普通株式数を含まないものとする。

(d) 本項(b)に掲げた場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な取得比率の調整を行う。

①株式の併合、合併、会社分割又は株式交換のために取得比率の調整を必要とする場合。

②本項(d)①の他、当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により取得比率の調整を

必要とする場合。

③取得比率を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得比率の算出にあたり

使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要がある場合。
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(e) 本項(a)から(d)までの規定により取得比率の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びに

その事由、調整前の取得比率、調整後の取得比率及びその適用の日その他必要な事項をＢ種劣後株主に通知す

る。ただし、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを

行う。

(６)会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無

会社法第322条第２項に規定する定款の定めはありません。

 
（注８)「提出日現在発行数」欄には、平成28年９月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使（旧商法

に基づき発行された転換社債の転換を含む。）により発行された株式数は含まれておりません。
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(2) 【新株予約権等の状況】

 　該当事項はありません。

 
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 　該当事項はありません。

 
(4) 【ライツプランの内容】

　 　 該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成28年７月31日 ― 181,454,366 ― 659,690 ― 794,698
 

 
(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日(平成28年４月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】

                                                             平成28年７月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式

Ａ種優先株式
　　　　　800

Ｂ種優先株式
　　　　　　1

 Ｃ種優先株式
320

― （注）

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
普通株式 103,400

― （注）

完全議決権株式(その他)

普通株式
81,513,200

Ａ種劣後株式
30,317,900

Ｂ種劣後株式
69,497,800

 
815,132

 
303,179

 
694,978

（注）

単元未満株式

普通株式
20,425

Ａ種劣後株式
281

Ｂ種劣後株式
239

― ―

発行済株式総数 181,454,366 ― ―

総株主の議決権 ― 1,813,289 ―
 

　（注）１.普通株式は、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

　また、種類株式の内容については、１.株式等の状況 （1）株式の総数等 ②発行済株式 に記載しておりま

す。

２.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が200株含まれてお

ります。

　　　　　また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数２個が含まれております。

　　　 ３.単元未満株式の普通株式には当社所有の自己株式95株が含まれております。

 
② 【自己株式等】

  平成28年７月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
株式会社メガネスーパー

神奈川県小田原市本町4-
2-39

103,400 ― 103,400 0.06

計 ― 103,400 ― 103,400 0.06
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２ 【役員の状況】

  該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間(平成28年５月１日から平成28年

７月31日まで)及び第１四半期累計期間(平成28年５月１日から平成28年７月31日まで)に係る四半期財務諸表につい

て、監査法人よつば綜合事務所による四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（平成19年内閣府令第64号）第５条第２項により、当

社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財

政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとし

て、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成28年４月30日)
当第１四半期会計期間
(平成28年７月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 2,790,694 2,706,776

  売掛金 685,600 780,628

  商品 2,606,911 2,524,191

  貯蔵品 33,987 34,268

  前渡金 277 277

  前払費用 268,768 279,513

  未収入金 66,992 57,868

  その他 8,604 11,399

  貸倒引当金 △366 △221

  流動資産合計 6,461,471 6,394,702

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物 4,954,578 4,945,926

    減価償却累計額 △3,825,900 △3,844,280

    建物（純額） 1,128,677 1,101,645

   構築物 709,752 709,530

    減価償却累計額 △595,863 △600,408

    構築物（純額） 113,889 109,121

   工具、器具及び備品 1,983,757 2,024,100

    減価償却累計額 △1,765,228 △1,768,203

    工具、器具及び備品（純額） 218,528 255,897

   土地 1,073,390 1,073,390

   建設仮勘定 24,287 4,212

   有形固定資産合計 2,558,773 2,544,266

  無形固定資産   

   商標権 16,582 16,167

   ソフトウエア 153,302 153,754

   電話加入権 35,475 35,475

   その他 2,283 2,283

   無形固定資産合計 207,643 207,680

  投資その他の資産   

   投資有価証券 23,569 23,504

   関係会社株式 354 854

   出資金 814 814

   長期前払費用 105,951 102,546

   長期未収入金 98,362 98,362

   敷金及び保証金 2,940,988 2,916,969

   その他 27,079 26,800

   貸倒引当金 △89,095 △89,090

   投資その他の資産合計 3,108,023 3,080,760

  固定資産合計 5,874,440 5,832,708

 資産合計 12,335,912 12,227,410
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成28年４月30日)
当第１四半期会計期間
(平成28年７月31日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形 274,709 215,400

  買掛金 1,094,790 1,134,195

  1年内返済予定の長期借入金 98,246 147,557

  未払金 207,378 189,466

  未払費用 423,961 507,854

  未払法人税等 230,642 93,754

  前受金 528,075 618,172

  預り金 21,482 20,276

  前受収益 1,734 1,249

  営業外支払手形 35,715 38,906

  その他 211,878 122,946

  流動負債合計 3,128,616 3,089,780

 固定負債   

  長期借入金 7,561,458 7,468,170

  退職給付引当金 1,397,774 1,408,128

  長期預り保証金 11,500 9,520

  その他 39,741 39,718

  固定負債合計 9,010,474 8,925,537

 負債合計 12,139,090 12,015,317

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 659,690 659,690

  資本剰余金   

   資本準備金 794,698 794,698

   資本剰余金合計 794,698 794,698

  利益剰余金   

   その他利益剰余金   

    繰越利益剰余金 △1,255,710 △1,255,191

   利益剰余金合計 △1,255,710 △1,255,191

  自己株式 △66,841 △66,841

  株主資本合計 131,836 132,355

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 1,175 1,124

  評価・換算差額等合計 1,175 1,124

 新株予約権 63,809 78,612

 純資産合計 196,821 212,093

負債純資産合計 12,335,912 12,227,410
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(2) 【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期累計期間
(自 平成27年５月１日
　至 平成27年７月31日)

当第１四半期累計期間
(自 平成28年５月１日
　至 平成28年７月31日)

売上高 3,867,691 4,348,720

売上原価 1,246,672 1,418,454

売上総利益 2,621,018 2,930,266

販売費及び一般管理費   

 給料及び手当 764,318 865,312

 退職給付費用 28,644 31,810

 地代家賃 598,390 632,429

 その他 1,086,704 1,248,371

 販売費及び一般管理費合計 2,478,057 2,777,923

営業利益 142,960 152,342

営業外収益   

 受取利息 439 348

 受取配当金 232 216

 集中加工室管理収入 11,791 8,510

 その他 4,116 2,629

 営業外収益合計 16,579 11,705

営業外費用   

 支払利息 29,834 29,933

 地代家賃 945 －

 株式交付費 636 －

 新株予約権発行費 3,273 549

 その他 6,149 6,777

 営業外費用合計 40,839 37,260

経常利益 118,700 126,787

特別利益   

 立退料収入 3,000 －

 特別利益合計 3,000 －

特別損失   

 固定資産除却損 － 18,667

 店舗構造改革費用 5,519 －

 店舗閉鎖損失 － 53,070

 その他 2,752 1,977

 特別損失合計 8,272 73,715

税引前四半期純利益 113,427 53,071

法人税、住民税及び事業税 48,695 52,552

法人税等合計 48,695 52,552

四半期純利益 64,732 519
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

　 該当事項はありません。

 

(会計方針の変更)

該当事項はありません。

 

 

(四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

　　該当事項はありません。

 

(四半期貸借対照表関係)

該当事項はありません。　

 

(四半期損益計算書関係)

該当事項はありません。　

 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計

期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

 
前第１四半期累計期間

(自 平成27年５月１日
至 平成27年７月31日)

当第１四半期累計期間
(自 平成28年５月１日
至 平成28年７月31日)

減価償却費 62,281千円 70,036千円
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(株主資本等関係)

前第１四半期累計期間(自 平成27年５月１日 至 平成27年７月31日)

１．配当金支払額

　　　該当事項はありません。

 

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後とな

るもの

該当事項はありません。

 

３．株主資本の著しい変動

　当社は、平成27年７月６日付で行使価額修正条項付き第10回新株予約権の第三者割当を実施いたしました。こ

の新株予約権の一部行使により、当第１四半期会計期間において資本金及び資本準備金がそれぞれ69,759千円増

加しております。

　この結果、当第１四半期会計期間末において資本金が299,761千円、資本準備金が434,770千円となっておりま

す。

　

当第１四半期累計期間(自 平成28年５月１日 至 平成28年７月31日)

１．配当金支払額

　　　該当事項はありません。

 

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後とな

るもの

該当事項はありません。

 

３．株主資本の著しい変動

　　該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第１四半期累計期間(自 平成27年５月１日 至 平成27年７月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    (単位：千円)

 

報告セグメント
調整額
（注１）

四半期損益
計算書計上額

 眼鏡等
小売事業

通販事業 計

売上高      

  外部顧客への売上高 3,800,868 66,823 3,867,691 ― 3,867,691

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 3,800,868 66,823 3,867,691 ― 3,867,691

セグメント利益 147,538 9,342 156,880 △13,920 142,960
 

（注１）セグメント利益の調整額△13,920千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、

その主な内容は役員報酬であります。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。　

 

Ⅱ 当第１四半期累計期間(自 平成28年５月１日 至 平成28年７月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    (単位：千円)

 

報告セグメント
調整額
（注１）

四半期損益
計算書計上額

 眼鏡等
小売事業

通販事業 計

売上高      

  外部顧客への売上高 4,262,402 86,318 4,348,720 ― 4,348,720

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 4,262,402 86,318 4,348,720 ― 4,348,720

セグメント利益 148,565 14,577 163,142 △10,800 152,342
 

（注１）セグメント利益の調整額10,800千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、

その主な内容は役員報酬であります。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。　
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益又は四半期純損失金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利

益又は四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第１四半期累計期間

(自 平成27年５月１日
至 平成27年７月31日)

当第１四半期累計期間
(自 平成28年５月１日
至 平成28年７月31日)

(1) １株当たり四半期純利益又は四半期純損失金額
　　（△）

91銭 △22銭

    (算定上の基礎)   

   四半期純利益金額　(千円) 64,732 519

   普通株主に帰属しない金額(千円) 4,375 18,375

　　（うち優先配当金）（千円） （4,375） （18,375）

   普通株式に係る四半期純利益金額 60,357 △17,855

    普通株式の期中平均株式数(株) 66,011,963 81,533,530

（2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 29銭 △8銭

　 (算定上の基礎)   

　　四半期純利益調整額（千円） ― ―

   普通株式増加数(株) 141,211,251 140,945,905

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
事業年度末から重要な変動があったものの概要

― ―　
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(重要な後発事象)

　　　該当事項はありません。
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２ 【その他】

　該当事項はありません。　
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成28年９月14日

株式会社メガネスーパー

取締役会  御中

監査法人よつば綜合事務所
 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士   徳　　永　　　　　剛　　印

 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士   高　　屋　　友　　宏　　印

 

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社メガネ

スーパーの平成28年５月１日から平成29年４月30日までの第41期事業年度の第１四半期会計期間（平成28年５月１日か

ら平成28年７月31日まで）及び第１四半期累計期間（平成28年５月１日から平成28年７月31日まで）に係る四半期財務

諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社メガネスーパーの平成28年７月31日現在の財政状態及び同日を

もって終了する第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において

認められなかった。

 
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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